令和８年度
堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金
募集要領
■申請受付期間■
令和８年５月１日（金）から令和９年１月２９日（金）
■受付及び問合せ先■
堺市産業振興局 産業戦略部 地域産業創造課
TEL　０７２－２２８－７５３４
FAX　０７２－２２８－８８１６
E-mail　chisan@city.sakai.lg.jp
　（令和８年５月１日改正）

１．制度の趣旨 

　　日常生活の中に伝統産品が少ないため、市内外の人にとってその価値を体感する機会が少ない現状があります。多くの人に伝統産品に触れてもらいその価値を知ってもらうために、行政や事業者がアプローチできていない層への魅力発信が必要だと考えています。
この制度は、市民団体や企業等が堺の伝統産品を活用し、その魅力を市内外へ広く発信する活動にかかる経費を補助することにより、伝統産業の振興を図ることを目的としています。

２．補助対象事業者
　　補助金の交付対象者は、以下の（１）～（６）の全てに該当する者とします。

（１）1年以上事業活動を行っている団体（企業、財団、社団など共通の目的をもつ複数の者で構成する集合体）。ただし活用対象と同一の伝統産品を製造・販売している方、及びその関係団体は含まれません。なお、法人格の有・無は問いません。
（２）定款、規約、会則その他の定めにより、団体としての運営上の規律が確立されていること。
（３）政治的活動及び宗教上の教義を広める活動を目的としていないこと。
（４）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
（５）風営法に規定されている風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業及びこれに類する事業活動を目的としていないこと。
（６）上記のほか、公序良俗に反する等市長が補助することが適当でないと判断する事業活動を目的としていないこと。
３．補助の対象となる事業
堺の伝統産品を利用し、その魅力を団体保有の人的、物的ネットワーク等を活用して、市内外へ広く発信することで、伝統産業の認知度向上に資する事業に補助します。なお、販売商品の仕入れ、転売等、取得した伝統産品を金品等に変換する事業は対象外です。
（注）この補助金における伝統産品とは、本市内に主たる事業所を有し、打刃物、注染・和晒、線香を製造・販売する伝統産業事業者が製造・販売する、次に掲げる産品とします。

①包丁

②注染・和晒（注染・和晒を素材とする手ぬぐい以外の商品を含む。）
③線香（その使用上必要な器具（線香立て等）を加えたものを含む。）
補助事業の例
1 記念品の製作

学校の創立●●周年記念事業や社内の周年イベントでの記念グッズとして注染手ぬぐい（（例）堺の伝統産品であることを手ぬぐいの表書きに表示。）を製作、在校生やＯＢ、社員に配布する。事業の内容は学校や企業ＨＰ等で発信。
2 おもてなし空間の創出
宿泊施設、オフィスビル、店舗などのエントランス空間等に伝統産品を活用したおもてなし空間を創出。ビル入居企業やビルオーナーのＨＰで発信。

3 販促グッズの製作
　　　宿泊施設が注染手ぬぐいなどを活用した販促グッズ（（例）堺の伝統産品であることを　表書き等に表示。）を宿泊者にプレゼント。
④ 社員向けの賞品に使用
　 社員向けの勤続表彰や年間の業績報奨の賞品として、堺の包丁を贈呈。

※上記以外にも、伝統産品を購入、活用して、広くその魅力を発信するいろいろなアイデアを待っています。
４．補助金額等
（１）補助内容
	申請者
	補助率
	補助金下限額
	補助金上限額

	大企業及びみなし大企業
	１/3以内
	５万円
	２５万円


	上記以外
	１/２以内
	
	


※補助金下限額以下の事業は補助の対象とはなりません。

（２）補助金の額に１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

５．補助対象期間
　　補助金交付決定日から令和９年３月３１日まで
６．補助対象となる経費
補助対象経費は、次の（１）～（４）すべてに適合する経費で、以下の表に掲げる経費です。

　（１）補助事業の執行に必要と認められる経費
　（２）補助事業のみのための経費（他の事業との共用等は認められません）
　（３）補助対象期間内に取得、支払いが完了した経費
　（４）帳票類（請求書、領収証等）によって金額等が確認できる経費

	補助対象経費
	内　容

	消耗品費
	伝統産品（１点が３万円未満のもの）の購入費用

	備品購入費
	伝統産品（１点が３万円以上のもの）の購入費用

	委託料
	魅力発信のために施す伝統産品のデザイン料等


※経費の支払方法について
現金または口座振込みによる支払いをおすすめします。クレジットカードや電子マネーによる支払いは、真にやむをえない場合のみ認める場合がありますが、決済完了状況を確認するために、別途提出資料が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
補助対象外の経費の例（一例であり、ほかにも対象外となる場合があります）
　（１）発注書、契約書、納品書、請求書、領収証等の帳票類が不備な経費
　（２）交付決定日以前に購入した伝統産品に係る経費
　（３）物品購入時、店舗発行のポイントカード等によるポイントを取得した場合の現金換算可能なポイント分
　（４）消費税及び地方消費税、その他諸税、収入印紙代、振込手数料
７．申請期間と申請方法
（１）交付申請期間
令和８年5月１日（金）～令和９年１月２９日（金）
※申請は、先着順で予算に達した時点で終了となります。

（２）申請方法
申請書類を電子メール、郵送、持参のいずれかの方法により提出してください。　　
（３）申請書類
①堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金交付申請書（様式第１号）

②役員情報届出書（様式第1号の２）

③事業計画書（様式第２号）

④収支予算書（様式第３号）
⑤定款、規約、会則等申請者の概要が分かる資料
⑥発行後３か月以内の現在事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し（登記がない場合を除く）
⑦補助申請、実績報告及び請求に関する委任状（法人格のない団体に限り提出を求める場合があります。）
⑧補助対象経費に係る見積書その他これに相当する書類の写し
⑨その他市長が必要と認める書類

（４）申請受付・問合せ先
堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業課　担当：杉原 
所在地　〒５９０-００７８ 堺市堺区南瓦町３番１号 高層館７階
TEL　０７２-２２８-７５３４　　FAX　０７２-２２８-８８１６　
E-mail　chisan@city.sakai.lg.jp
８．交付決定 
申請された補助金申請書に基づき、市で審査を行い、申請内容が適正であると認めたときは交付決定を行います。すべての申請者に対して結果を通知します。なお、書類の不備等があった場合は、書類の補正を求める場合があります。
９．実績報告
　補助事業が完了した日、又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日から起算して１５日以内に以下の書類を提出してください。
（１）堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金実績報告書（様式第８号）
（２）事業実施報告書(様式第９号)

（３）収支決算書（様式第10号）
（４）補助事業を実施したことを証明する書類

（５）補助対象経費に係る支出の証明書類の写し
（６）補助対象経費の内訳書
（７）その他市長が必要と認める書類

１０．補助金の額の確定

実績報告に係る書類等により、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金確定通知書（様式第１１号）により通知します。
１１．補助金の請求
補助金の額の確定通知を受けた日から起算して１５日以内に、堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金交付請求書（様式第１２号）により、補助金の交付請求をしてください。
１２．その他
（１）当補助金の申請は、１団体につき、１回限り可能です。
（２）申請内容に変更が生じる可能性がある場合もしくは変更が生じた場合、または補助事業について廃止・中止しようとする場合は、すみやかに堺市地域産業課までご相談ください（実績報告を行う前に申請が必要です）。また交付決定後の補助金の増額変更はできません。
１３．補助金交付までのスケジュール
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